
 

 

令和５年１２月８日 

北 九 州 市 総 務 局 

 

報道機関各位 

 

令和５年１２月期の期末・勤勉手当を北九州市職員に支給 

 

１ 令和５年１２月期の期末・勤勉手当が、１２月８日（金）に北九州市職員に支給されます。 

 

市長等の特別職を含む北九州市職員１１，５６６人に対して、総額１００億８，９００万円が 

支給されます。 

 

 職 員 数                           １１，５６６人 

                    （前年同期 １１，６２２人） 

 

 支給総額                 １００億８，９００万円 

              前年同期     ９９億７，２００万円 

                        前年同期比         １．２％ 
 
 

２ 行政職職員の令和５年１２月期の期末・勤勉手当の平均支給額は、約８８万３千円です。 

 

 平均年齢                          ４６歳 ５月 

                   （前年同期   ４６歳３月） 

 平均支給額                ８８２，５０６円 

             前年同期     ８６９，３９７円 

                    前年同期比        １．５％ 

＊ 行政職職員とは、企業職員を除く行政職給料表適用職員を指します。 

＊ 行政職職員の数は5,241人です。 
 

 

３ 主な特別職の期末手当の支給額は次のとおりです。 

 

市  長         ２，７８９，８８９円 

              （前年同期 ２，９６５，０９９円） 

 議  長         ２，６７９，３５６円 

               （前年同期 ２，５６２，８６２円） 

＊ 市長については、令和5年度から令和8年度までの4年間、10％の期末手当の減額を実施しています。 

 

 

  ※ 主な変動要因は、本年の人事委員会の報告に基づき、年間の支給月数を０．１０月分（特別職についても 

０．１０月分）引き上げたことにより、今期の支給月数が、昨年同期と比べて０．０５月分（特別職につい 

ては０．０７５月分）増加したことによるものです（参考資料下段の表を参照）。 

 

    

【問い合わせ先】              

総務局給与課          

担当：髙村（課長）、鹿島（係長）    

電話：093-582-2217          



 

参考 

 
１ 職員数及び支給総額 

区      分 
令和５年１２月期 令和４年１２月期 支給総額

の伸び率 職員数 支給総額 職員数 支給総額 

一 般 職 10,930人 94億 5,500万円 10,984人 93億 5,300万円 1.1％ 

特別職・議員 63人 1億 3,200万円 63人 1億 3,200万円 0.0％ 

三 企 業 573人 5億   200万円 575人 4億 8,700万円 3.1％ 

合 計 11,566人 100億 8,900万円 11,622人 99億 7,200万円 1.2％ 

  

２ 特別職の支給額の試算例 

区     分 令和５年１２月期 令和４年１２月期 
支給額の 

伸び率 

市    長 ２，７８９，８８９円 ２，９６５，０９９円 ▲5.9％ 

副  市  長 ２，３４６，３２９円 ２，３６２，４３７円 ▲0.7％ 

議     長 ２，６７９，３５６円 ２，５６２，８６２円 4.5％ 

副  議  長 ２，４０８，９６２円 ２，３０４，２２５円 4.5％ 

議     員 ２，１６３，１５０円 ２，０６９，１００円 4.5％ 

＊ 上記の者については、勤勉手当が支給されず、期末手当のみ支給されます。 

＊ 上記の支給額は、在職期間（6月2日～12月1日）率を100％として試算したものです。 

＊ 令和5年度から令和8年度までの4年間については、市長10％、副市長5％の期末手当の減額を実施しています。 

３ 支給月数等 

区      分 
令和５年１２月期 令和４年１２月期 

期末手当 勤勉手当 合 計 期末手当 勤勉手当 合 計 

一   般   職 1.25 月分 1.05 月分 2.30 月分 1.20 月分 1.05 月分 2.25 月分 

特別職・議員 1.725月分 － 1.725月分 1.65 月分 － 1.65 月分 

＜支給月数の前年度比較＞ 

年度 区分 
６月期 １２月期 年 間 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

Ｒ４ 勧告後 
1.20 

(1.60) 

0.95 

(－) 

2.15 

(1.60) 

1.20 

(1.65) 

1.05 

(－) 

2.25 

(1.65) 

2.40 

(3.25) 

2.00 

(－) 

4.40 

(3.25) 

Ｒ５ 

勧告前 
1.20 

(1.625) 

1.00 

(－) 

2.20 

(1.625) 

1.20 

(1.625) 

1.00 

 (－) 

2.20 

 (1.625) 

2.40 

(3.25) 

2.00 

(－) 

4.40 

(3.25) 

勧告後 
1.20 

(1.625) 

1.00 

(－) 

2.20 

(1.625) 

1.25 

(1.725) 

1.05 

(－) 

2.30 

(1.725) 

2.45 

(3.35) 

2.05 

(－) 

4.50 

(3.35) 

   ＊ 表中の（ ）内の数字は「特別職・議員」の支給月数です。 


